
- 75 -

第５章 福 祉 保 健 部
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［福祉保健部］
１．福祉保健関係の法定計画

いわゆる社会福祉基礎構造改革の成果として平成12年に社会福祉事業法が社会福祉法へと改正され 「地域福祉、

の推進」が社会福祉の基本理念の一つに位置づけられました。

これにより、本市では、個人の尊厳を尊重する視点から、市民一人ひとりの生活全体に着目し、地域での自立

した生活を支援するという基本的な考え方に基づいて、利用者主体・市町村中心の福祉サービスの基盤整備を進

めています。

一方で、公的な福祉サービスだけでは対応できない様々な生活課題が社会の変化とともに顕在化しており、今

後の人口減少社会・少子高齢社会においては、さらなる増加・多様化が見込まれる福祉ニーズへの対応が大きな

課題となっています。

このようなことから、地域での自立した生活を支援するためには、基本的な福祉ニーズについては分野ごとの

公的な福祉サービスを地域生活という視点で再編・統合して対応しつつ、公的な支援(公助)と市民による支え合

いの取組み(共助)、市民一人ひとりの努力(自助)とを連携させ、協働しながら総合的に取り組んでいくことが必

要です。

そこで 「秋田市地域福祉計画」を福祉保健部門の基本計画として位置づけ、他の法定計画を統合して福祉全体、

の共通理念と各計画の基本方向を示す計画としています。そして 「秋田市高齢者プラン 「秋田市障がい者プラ、 」、

ン 「秋田市子ども・子育て未来プラン 「健康あきた市21」を分野ごとの実施計画として位置づけ、それぞれ」、 」、

の分野固有の施策、達成目標などを示す計画としています。

福祉関係の法定計画の位置づけ

現行計画の名称 計画年度 策定の根拠

 第３次秋田市地域福祉計画 H26～H30  社会福祉法第107条

 第８次秋田市高齢者プラン  老人福祉法第20条の8（市町村老人福祉計画）

 （第６期秋田市介護保険事業計画）  介護保険法第117条（市町村介護保険事業計画）

 第４次秋田市障がい者プラン H25～H29  障害者基本法第11条第3項（市町村障害者計画）

 （第４期秋田市障がい福祉計画） H27～H29  障害者総合支援法第88条（市町村障害福祉計画）

 第２次健康あきた市21 H25～H34  健康増進法第8条第2項

H27～H29

H27～H31
 第２次秋田市子ども・子育て未来プラン
  (秋田市子ども・子育て支援事業計画)

 子ども・子育て支援法第61条（市町村子ども・子
育て支援事業計画）
 次世代育成支援対策推進法第８条（市町村行動計
画）

市政全体の
基本構想

福祉保健部門
の基本計画

分野ごとの
実施計画

秋田市総合計画

秋田市地域福祉計画

秋田市
高齢者
プラン

秋田市
障がい者
プラン

健康
あきた市21

秋田市
子ども・子育て
未来プラン
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２．生活保護

(1) 生活保護の状況

平成26年３月31日 現在 平成27年３月31日 現在
区 分

世 帯 数（世帯） 人 員（人） 世 帯 数（世帯） 人 員（人）

生 活 保 護 4,151 5,373 4,215 5,457

生 活 扶 助 3,686 4,820 3,755 4,897

住 宅 〃 3,171 4,123 3,242 4,210

教 育 〃 212 299 211 292

介 護 〃 858 893 900 939

医 療 〃 3,663 4,486 3,758 4,598

葬 祭 〃 38 38 53 53

生 業 〃 1,375 1,495 1,367 1,493

出 産 〃 2 2 0 0

※葬祭、生業、出産扶助は各年度の適用延べ数

(2) 年度別推移 （年度平均）

被保護世帯数 被 保 護 人 員 保 護 率 （‰）
年 度

（世帯） （人） 市 県 国

20 3,439 4,591 13.94 11.5 12.5

21 3,624 4,796 14.65 12.4 13.8

22 3,863 5,118 15.78 13.6 15.2

23 4,053 5,379 16.58 14.5 16.2

24 4,125 5,426 16.82 14.6 16.8

25 4,146 5,392 16.76 14.5 17.0

26 4,187 5,414 16.91 14.6 17.0

３．高齢者福祉

(1) 高齢社会の状況

ア 65歳以上人口の推移 （各年10月１日現在）

65歳以上 70歳以上 75歳以上

年 総 人 口 人 口 比 率 県 全 国 人 口 比 率 人 口 比 率

（人） （人） （％） （％） （％） （人） （％） （人） （％）

19年 329,452 73,746 22.4 28.1 21.5 54,323 16.5 35,160 10.7

20年 327,314 75,425 23.0 28.7 22.1 55,819 17.1 36,726 11.2

21年 325,837 77,061 23.7 29.3 22.7 56,875 17.5 38,095 11.7

22年 324,376 77,818 24.0 29.5 23.1 58,042 17.9 39,604 12.2

23年 322,534 78,130 24.2 29.7 23.3 59,081 18.3 40,951 12.7

24年 321,783 81,092 25.2 30.6 24.1 60,662 18.9 42,357 13.2

25年 320,154 83,354 26.0 31.5 25.1 61,819 19.3 43,320 13.5

26年 318,700 86,472 27.1 32.6 26.0 62,996 19.8 43,991 13.8

※総務省の統計、秋田県年齢別人口統計調査および秋田市年齢各歳別人口による。
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イ 在宅要援護高齢者の実態（65歳以上） （各年10月１日現在）

ひとり暮らし 寝たきり高齢者 ひとり暮らし 寝たきり高齢者
年 度 年 度

高齢者（人） （人） 高齢者（人） （人）

21 8,935 354 24 9,865 265

22 9,192 341 25 10,077 226

23 9,526 299 26 10,613 201

(2) 生きがいと社会参加

ア エイジフレンドリーシティ構想推進事業 （予算額 7,321千円）

市民一人ひとりがエイジフレンドリーシティの理念を理解し、高齢者が能力や経験、知識を十分に発揮

できる高齢者にやさしい社会の確立を目指す。

(ｱ)秋田市エイジフレンドリーシティ行動計画の進捗管理

(ｲ)秋田市エイジフレンドリーシティカレッジの開催

(ｳ) 市民活動団体のエイジフレンドリーシティ活動支援

イ 高齢者生活支援情報提供事業 （予算額 1,944千円）

送迎や配達など、高齢者の暮らしに役立つサービスを掲載した冊子を作成し提供する。

ウ いきいき長寿祝い事業 （予算額 2,006千円）

長寿の節目を迎える高齢者に対し、祝い品を贈呈することにより敬老の意を表するとともに、長寿を祝

福し、市民の敬老思想の高揚を図る。

年 齢 祝 い 品 の 内 容

満 99 歳 （白寿） ２万円分の活き生き福祉商品券、祝い状

エ 高齢者コインバス事業 （予算額 123,963千円）

満68歳以上の高齢者が、市内の路線バス、マイタウンバスを利用する際、市が交付する資格証明書を携

帯している者に対し、100円で乗車できるよう助成することにより高齢者の社会参加と生きがいづくりを

促進し、老人福祉の向上を図る。

(ｱ) 対 象 者 満68歳以上

(ｲ) 助 成 市が交付する「コインバス資格証明書」を提示すると、市内の路線バス、マイタウンバ

スに100円の現金で乗車できるように助成

(ｳ) 所得制限 なし

(ｴ) 利用区間 秋田市内

(ｵ) 利用機関 市内の路線バス（リムジンバス、高速バスを除く 、マイタウン・バス）

オ 老人クラブ補助事業 （予算額 14,599千円）

老人クラブが実施する会員の教養の向上、健康の増進および地域社会との交流等の活動に補助するとと

もに、秋田市老人クラブ連合会が行う社会奉仕活動や老人スポーツ大会などに対し補助する。

［老人クラブの推移］

区 分 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

ク ラ ブ 数 227 217 213 205 202 194 191

会 員 数（人） 11,394 10,702 10,015 9,426 8,965 8,361 7,947

加 入 率（％） 11.6 10.8 9.6 8.7 8.2 7.6 7.1

カ 敬老会補助事業 （予算額 40,000千円）

敬老の日を中心に市内各地区において敬老会を主催する地区社会福祉協議会に対し事業費を補助する。
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キ 老人いこいの家

老人いこいの家２か所と老人と子どもの家（体育館付）を設置し、高齢者の憩いの場などとして広く利

用されている｡（指定管理者：市社会福祉協議会）

［施設の概要］

区 分 八橋老人いこいの家 飯島老人いこいの家 大森山老人と子どもの家

建 設 年 月 昭和47年９月 昭和50年３月 昭和55年１月

構 造 鉄筋コンクリート 鉄筋コンクリート 鉄筋コンクリート

平屋建 平屋建 平屋建

面 積（ ） 533.32 527.40 977.87ｍ2

26年度利用者数（人） 7,050 15,755 20,859

ク 雄和ふれあいプラザ

高齢者の趣味活動や各種会合の場として利用されている （指定管理者：市社会福祉協議会）。

［施設の概要］

建 設 年 月 平成12年１月

構 造 木造平屋建

面 積（ ） 297.30ｍ2

26年度利用者数（人） 2,286

ケ 河辺高齢者健康づくりセンター

高齢者の健康づくりの場として利用されている （指定管理者：河辺地域振興株式会社）。

［施設の概要］

建 設 年 月 平成16年３月

構 造 鉄骨造平屋建

面 積（ ） 535.11ｍ2

26年度利用者数（人） 11,825

コ 介護支援ボランティア制度 (予算額 6,645千円)

65歳以上で介護保険第１号被保険者のうち、要介護認定を受けていない健康な方が介護保険施設等で

行う活動について、活動時間に応じて介護支援ボランティア手帳にスタンプを押印し、指定された期

間内のスタンプの合計によりポイントを付与し、ポイントに応じて年間最大5,000円の交付金を交付す

る。

登録人数 活動人数（延）

26年度 358人 2,387人

サ エイジフレンドリーパートナーづくり推進事業 (予算 2,460千円)

市と連携してエイジフレンドリーシティの実現に取り組んでいこうとする企業・事業者等をエイジフレ

ンドリーパートナーとして登録し、その取組を支援します。

シ 高齢者コミュニティ活動創出・支援事業 (予算 15,461千円)

地域に活躍の場を求める高齢者(リタイア層)のコミュニティ活動を創出・支援し、新たな担い手とし

て、地域課題の解決に主体的に取り組むしくみづくりと体制構築を産学官共同で実施します。
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(3) 在宅福祉

ア 地域支援事業

(ｱ) 介護予防事業

ａ 二次予防事業対象者把握事業 （予算額 2,713千円）

要介護状態等となるおそれの高い状態にある二次予防事業対象者を早期に発見し、介護予防事

業につなぐ。

ｂ 通所型介護予防事業 (予算額 41,253千円）

二次予防事業対象者と判定された高齢者に対し、運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能向上の

。各プログラムを提供し、要介護状態になることを予防するとともに、自立した生活の確立を目指す

（運動機能向上１コース12回、口腔機能向上および栄養改善１コース各３～６回）

ｃ 訪問型介護予防事業 (予算額 4,865千円）

閉じこもり、うつ等の心身の状況により、通所形態での事業への参加が困難な二次予防事業対象

者に、保健師等が居宅を訪問して必要な相談・指導を行う。

ｄ はつらつくらぶ事業 （予算額 10,430千円）

一次予防事業対象者に対し、介護予防の基礎的な知識の普及・啓発を行うことを目的に、高齢者

仲間づくりのほか、体力づくりとその習慣化を重視した教室を開催する。

・ クアドーム ザ・ブーン 「河辺高齢者健康づくりセンターおよびユフォーレ 「秋田県中央地「 」、 」、

区老人福祉総合エリア」の３か所で行う水中運動を取り入れた介護予防教室

・地域施設を拠点として地域包括支援センターや在宅介護支援センターが行う介護予防教室

・郊外へ講師を派遣しての介護予防教室

e 認知症予防事業 （予算額 5,234千円）

一次予防事業対象者に対し、認知症予防のための学習を行う「脳の健康教室」を開催す る。

f 通所型介護予防フォローアップ事業 (予算額 2,185千円)

二次事業の修了者に対し、地域の身近な会場で通所型介護予防事業のプログラムを提供し、主体

的かつ継続的に介護予防に取り組むことができるよう支援する。

いきいきサロン事業 （予算額 338千円）g

日頃家に閉じこもりがちな高齢者の社会参加の促進と、心身機能低下の防止を目的に、老人いこい

の家２か所と老人と子どもの家、雄和ふれあいプラザを会場に、レクリエーションや健康教室等の各

種教室を開催する。

h 健康づくり・生きがいづくり支援事業 （予算額 13,000千円）

地区の社会福祉協議会が地域の実情に応じて、高齢者を対象に実施する軽スポーツ、趣味活動など

の健康づくり・生きがいづくりに対し、支援を行う。

(ｲ) 包括的支援事業

ａ 地域包括支援センター運営事業 （予算額 295,018千円）

地域包括支援センターは、高齢者が住み慣れた地域で尊厳のある生活を継続することができるよ

う、地域包括ケアを推進する地域の中核拠点として、①介護予防ケアマネジメント②高齢者や家族

に対する総合的な相談・支援③虐待防止など高齢者の権利擁護④包括的・継続的ケアマネジメント

支援などを実施する。

ｂ 地域包括支援センター運営協議会 （予算額 299千円）

地域包括支援センターの設置、運営、評価に関する事項ならびに地域における多職種ネットワー

クの形成に関する事項などを協議する。
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ｃ 高齢者生活支援体制整備事業 （予算額 516千円）

生活支援サービスの担い手の養成・発掘等の地域資源の開発やネットワーク化などを行う「生活支

援コーディネーター 「協議体」の設置を進め、高齢者を含めた地域住民の自助・互助などを活用した」

多様なサービスの充実を目指す。

ｄ 認知症対策推進事業 （予算額 2,088千円）

認知症になってもできる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けることができるように、医療

と介護の連携強化など地域における認知症支援体制の構築を図る。

なお、新規事業として、認知症に関する相談業務等を行う認知症地域支援推進員の配置や家族への

支援など、認知症ケア向上の推進を図る。

(ｳ) 任意事業

a 成年後見制度利用支援事業 （予算額 5,280千円）

介護保険サービスを利用し、または利用しようとする身寄りのない重度の認知症高齢者などに対し

て、成年後見制度の申立てに要する経費および後見人等の報酬の一部を助成する。

b 「食」の自立支援事業 （予算額 13,079千円）

ひとり暮らしなどの高齢者および身体障がい者であって、高齢による身体の衰えや心身の障がいお

よび傷病などの理由により調理が困難な場合、栄養のバランスのとれた食事（昼食又は夕食）を提供

するとともに安否の確認を行う（１日１回で、週３回まで 。）

c 認知症サポーター養成事業 （予算額 370千円）

地域や職域において、認知症を理解し、認知症の人や家族を見守り・支援する認知症サポーターを養

成する。

d 家族介護継続支援事業 （予算額 19,501千円）

・家族介護用品支給事業

要介護４・５の高齢者を在宅で介護する非課税世帯の家族および第２号被保険者で本人が非課税

である家族に対し、月額6,250円を限度に介護用品（紙おむつ等の５品目）を支給する。

・家族介護慰労事業

要介護４・５の高齢者を在宅で介護し、かつ１年間介護サービスの利用がない、非課税世帯の家

族に対し、慰労金10万円を支給する。

e 福祉用具・住宅改修支援事業 （予算額 160千円）

ケアマネジャーが住宅改修費に関する理由書を作成するにあたり、居宅介護支援の提供を受けていな

い場合、理由書の作成に支援を行う （１件 2,000円）。

f 介護給付適正化事業 （予算額 7,487千円）

ケアプランの点検や審査、医療情報との突合等により、介護給付の適正化を図る。

高齢者軽度生活援助事業（シルバー人材センターから援助員派遣） （予算額 30,763千円）イ

ひとり暮らし等の高齢者に対し、家まわりの手入れや簡単な修繕、雪よせなどの軽易な日常生活上の援

助を行う（１日１回２時間以内で、月２回まで 雪よせは週２回１時間以内 。）

ウ 緊急通報システム事業 （予算額 27,807千円）

ひとり暮らし等の高齢者が家庭内で急病など緊急事態が発生したとき、緊急ボタンを押すことにより、

関係機関や地域の協力員に救助を求めることができる装置を貸与する｡

また 「お元気コール」により週１回、安否の確認を行う（26年度末設置数 671台 。、 ）
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エ 高齢者生活管理指導員派遣事業（ホームヘルプサービス） （予算額 17,296千円）

要支援・要介護状態に該当しないひとり暮らし等の高齢者を対象に生活管理指導員（ホームヘルパー）

を派遣し、家事援助などの日常生活に対する指導、支援を行う （１日１回45分未満または45分以上（お。

おむね１時間程度）で、週２回まで）

オ 高齢者生活管理指導短期宿泊事業（ショートステイ） （予算額 286千円）

要支援・要介護状態に該当しないひとり暮らし等の高齢者を対象に一時的に養護する必要がある場合、

養護老人ホームなどへの短期間の宿泊により、日常生活に対する指導、支援を行う。

（当該年度内に14日まで）

カ ふれあいのまちづくり事業 （予算額 4,405千円）

地域に即して創意工夫を凝らした福祉サービスを持続的かつ自主的に提供する体制づくりなどを行う。

・ふれあい福祉相談センター（相談日 週５日）

・各地区社会福祉協議会に福祉協力員を設置、研修会を開催

・高齢者などの世帯に対して月１回程度の安否確認、声かけ見守り活動を行う

(4) 地域保健・福祉活動推進事業 （予算額 1,821千円）

市民福祉の向上を図るため、民間団体の行う保健・福祉活動に対して、事業費の一部を補助する。

(26年度助成実績 ７団体)

(5) 秋田市老人福祉センター（ふれあいセンター）

高齢者の創作活動や生きがいづくりの場、憩いの場としてはもちろん、障がい者や母子・父子・児童関係

の団体、ボランティアグループなど、広く福祉にかかわる人も各種大会、会合などに利用できるほか、福祉

に関する各種相談を行うことを目的として平成３年４月に開設した（指定管理者：市社会福祉協議会 。）

ア 建設費 712,753千円

内訳 国庫補助金 59,440千円 県補助金 42,007千円

起 債 448,900千円 一般財源 162,406千円

イ 建物概要

2鉄筋コンクリート３階建 延床面積 3,169.1ｍ

2内訳 老人福祉センター 2,548.8ｍ

2老人デイサービスセンター 620.3ｍ

ウ 業務概要

高齢者の生きがいと健康づくり事業（平成26年度参加者延べ 796人）

エ 26年度利用状況

総利用者 56,927人

内 訳 個人利用者 32,168人 （男16,652人 女15,516人）

団体利用者 16,982人 （1,139団体）

デイサービス 6,719人

付設作業所 1,058人

(6) 秋田市御所野交流センター（御所野ふれあいセンター）

世代間の交流を図るとともに、健康に関する相談および教養の向上を目的とする施設として、中央地区老

人福祉総合エリア（※）に平成９年４月１日に開設した（指定管理者：秋田けやき会 。）

ア 建 設 費 609,781千円

2イ 建物概要 鉄筋コンクリート１階建 延床面積 1,169ｍ

（多目的ホール、プレイルーム、機能訓練室、会議室）
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ウ 業務概要

地域との交流事業、健康相談、育児相談、機能訓練、教養講座の実施（平成26年度参加者延べ4,997

人）

エ 26年度利用状況

プレイルーム 7,510人

多目的ホール 6,752人

会 議 室 等 3,652人

※中央地区老人福祉総合エリア

秋田新都市内に、県と共同で、高齢者の福祉・保健・医療・生きがいづくり等の機能を集約した老人福

祉総合エリアの建設を進めたものであり、このうち、市が受け持っている、特別養護老人ホーム、デイサ

ービスセンター、ケアハウスおよび御所野交流センターについては平成９年４月に、県が受け持っている

コミュニティセンター、総合相談センター、生きがい活動施設、屋内温水プールおよび屋内運動広場につ

いては平成９年７月にオープンしている。

(7) 秋田市河辺総合福祉交流センター

福祉サービスの推進、市民の教養の向上および交流の促進等を図り、保健福祉活動を円滑かつ効果的に実

施するとともに、市民に自主的な健康の維持および地域福祉活動の場を提供するために、平成11年８月に開

設した。

ア 建 設 費 995,033千円

2イ 建物概要 鉄筋コンクリート一部２階建 延床面積 2,110.69ｍ

（三世代交流ホール、高齢者カルチャールーム、調理実習室、健康学習室等）

ウ 業務概要

各種イベント、講演会、予防接種、集団健診（平成26年度参加者延べ 11,745人）

エ 26年度利用状況

福祉・保健関係 2,900人

イベント関係等 8,845人
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４．障がい者福祉

(1) 身体障がい児（者）の推移 ※（ ）は18歳未満（障がい児）再掲 （各年度末現在）

視 覚 聴 覚 平衡機能 音声言語 肢 体 内 部 計年度

(人) (人) (人) そしゃく(人) (人) (人) (人)

897 1,036 11 200 7,949 3,799 13,89222
（４） （39） （０） （１） （123） （61） （228）
878 1,061 ８ 200 7,977 3,860 13,984

23
（６） （38） （０） （１） （124） （58） （227）
868 1,080 10 199 8,074 4,027 14,258

24
（６） （37） （０） （２） （123） （59） （227）
851 1,047 12 197 8,069 4,020 14,19625

（７） (35) （０） (２) (123) (58) (225)
844 1,073 11 199 7,957 4,166 14,25026

（７） （28） （０） （２） （116） （63） （216）

(2) 等級、障がい別の状況 （平成27年３月31日現在）

級 視 覚 聴 覚 平衡機能 音声言語 肢 体 内 部 計

(人) (人) (人) そしゃく(人) (人) (人) (人)

1 270 101 ０ ３ 1,525 2,874 4,773

2 215 248 ０ ６ 1,663 31 2,163

3 85 130 ６ 119 1,806 617 2,763

4 59 209 ０ 71 2,033 644 3,016

5 144 １ ５ ０ 632 ０ 782

6 71 384 ０ ０ 298 ０ 753

合計 844 1,073 11 199 7,957 4,166 14,250

(3) 知的障がい児（者）の推移 （各年度末現在）

年度 軽 度（人） 中 度（人） 重 度（人） 最重度（人） 合 計（人）

22 383 400 599 461 1,843

23 421 409 595 475 1,900

24 444 424 598 484 1,950

25 514 449 593 494 2,050

26 549 465 606 504 2,124

(4) 程度別の状況 （平成27年３月31日現在）

区 分 総数（人） 軽度（人） 中度（人） 重度（人） 最重度（人）

総 数 （障がい児） 182 92 77 93

（障がい者） 367 373 529 411

施設利用 （障がい児） 38 23 22 26
内

（障がい者） 175 261 460 351

訳 在宅 （障がい児） 144 69 55 67

（障がい者） 192 112 69 60
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(5) バス運賃無料化事業 （予算額 67,803千円）

身体障がい者、知的障がい者に対し、市内の路線バス運賃を無料にすることにより、経済的負担の軽減を

図るとともに生活圏を拡げ、社会参加を促進する。

(6) タクシー料金の助成 （予算額 37,339千円）

重度身体障がい児（者 ［内部障がい者１級、下肢、体幹および視覚障害者１、２、３級］が通院する際に、）

タクシー料金の一部を助成する。

(7) 身体障がい者福祉大会の開催 （予算額 69千円）

身体に障がいのある人が一堂に会し、お互いの経験を話し合い励まし合って自立更生への決意を新たにす

るとともに身体障がい者に対する市民の理解を深め、その福祉の一層の向上を図る。

(8) 意思疎通支援事業 （予算額 10,959千円）

聴覚等の障がいのため意思疎通を図ることに支障のある方が通院あるいはＰＴＡなどの用務で外出する際

に、意思疎通支援者（手話通訳者または要約筆記奉仕員等）を派遣し、意思疎通の充実を図る。

・平成27年４月１日現在 手話通訳者（設置）４人、手話通訳者（派遣）15人、要約筆記奉仕員18人

(9) 障がい者グラウンドゴルフ大会 （予算額 30千円）

運動の不足がちな身体障がい者に健康と体力づくりを推進するとともに、生きがいとスポーツの喜びをみ

つける機会を作り、福祉の向上を図る。

(10) 身体障がい者福祉電話の設置 （予算額 8千円）

外出困難な在宅重度障がい者に対し、福祉電話として一般電話を貸与し、当該障がい者のコミュニケーシ

ョンおよび緊急連絡の手段を確保する。

(11) 地域活動支援センター運営事業 （予算額 38,398千円）

在宅の障がい者に創作的活動や生産活動の機会の提供を行う地域活動支援センターを運営するため、ＮＰ

Ｏ法人等に運営を委託又は運営費の補助を行う。

・平成27年４月１日現在 民間が設置する地域活動支援センター ３か所

・平成27年４月１日現在 委託する地域活動支援センター ３か所

(12) 扶養共済掛金の一部補助 （予算額 196千円）

心身障がい児（者）を扶養している低所得保護者の負担軽減のため、扶養共済掛金の一部を補助する。

(13) 知的障がい者就労環境支援事業 （予算額 4,340千円）

知的障がい者が作業訓練を通して安定した就労が図られるよう、リサイクルプラザに指導員を配置する。

(14) 自立支援給付費制度 （予算額 4,936,621千円）

日常生活を営む上で支援が必要な身体障がい児（者 、知的障がい児（者 、精神障がい児（者）又は難病） ）

等患者などが、居宅介護などの訪問系サービス、生活介護などの日中活動系サービス、施設入所支援などの

居住系サービス等を利用した場合、サービスに要する費用を給付する。

(15) 障がい児通所給付費制度 （予算額 330,158千円）

障がいのある在宅障がい児が自立に必要な基礎的知識および技能の習得などを目的に、放課後等デイサー

ビスなどを実施する施設を利用した場合、サービスに要する費用を給付する。
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５．医療費の助成

心身障がい児（者)の健康保持と経済負担の軽減を図ることを目的に、国の制度とあわせて県および市独自の

医療給付事業を実施している。

(1) 福祉医療 （予算額 1,592,476千円）

高齢身体障がい者、重度心身障がい児（者)の医療費を助成

・対象者

(ｱ) 身体障害者手帳（１～３級）又は療育手帳Ａ所持者（社保本人所得制限適用）

(ｲ) 歳以上の身体障害者手帳（４～６級）所持者（社保本人非該当、所得制限適用）65

(2) 医療費の給付状況 （平成26年度実績）

支給金額 支給件数 受給者数

（千円） （件） （人）

福祉医療費

（県制度活 心 身 障 が い 児 （ 者 ） 1,482,547 392,721 12,479

用部分）

＊乳幼児、ひとり親家庭等の児童に対する給付は平成25年度から子ども未来部で実施。

（予算額 61,597千円）６．民生委員・児童委員

民生委員・児童委員は民生委員法に基づき社会奉仕の精神をもって、地域福祉の増進に努めている。

各委員は、それぞれの地域で、すべての人が安心してその人らしい自立した生活ができるように、常に住民

の立場に立った相談、支援活動を行っている。

・任期３年(現委員任期:H25.12.1～H28.11.30)※H25.12.1に一斉改選を実施

・市内38地区に714人（定数・主任児童委員含む）を配置

○民生委員・児童委員の活動状況（平成26年度相談・支援件数）

・高齢者に関すること （15,508件）

・障がい者に関すること（ 885件）

・子どもに関すること （ 4,647件）

・その他 （ 4,370件）

７．介護保険

(1) 第１号被保険者（65歳以上）の保険料（年額） 単位：円

第１段階 第２段階 第３段階 第４段階 第５段階 第６段階

基準額×0.75 基準額× 90 基準額×1.20基準額×0.50 基準額× 700. 0. 基準額

37,392 52,349 56,088 67,306 74,784 89,741

第７段階 第８段階 第９段階 第10段階 第11段階 第12段階

基準額×1.30 基準額×1.50 基準額×1.60 基準額×1.70 基準額×1.75 基準額×1.80

97,220 112,176 119,655 127,133 130,872 134,612

※第1段階については低所得者の保険料軽減強化により 「基準額×0.45（33，653円）に減額されます。、
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(2) 要介護認定者数（26年度末）

区 分 人 数 割 合

要 支 援 １ 2,558 13.8 ％

要 支 援 ２ 2,346 12.6 ％

要 介 護 １ 3,971 21.4 ％

要 介 護 ２ 3,187 17.1 ％

要 介 護 ３ 2,629 14.1 ％

要 介 護 ４ 2,145 11.5 ％

要 介 護 ５ 1,767 9.5 ％

合 計 18,603 100.0 ％

(3) 介護保険低所得利用者負担軽減事業 （予算額 250千円）

生計困難者に対する利用者負担の軽減を行った社会福祉法人に対し、軽減額の一部を助成する。
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８．指導監査等

福祉関係各法等に基づき、本市の区域内に設置され事業を行う社会福祉法人および社会福祉施設等に対する

指導監査およびサービス事業所に対する指導監督を実施。

(1) 指導監査(平成26年度実績)

ア 社会福祉法人 36法人

イ 社会福祉施設

施 設 数種 別

児 童 福 祉 施 設 58

老 人 福 祉 施 設 20

障 害 者 支 援 施 設 ６

(2) 指導監督(平成26年度実績)

ア 介護サービス事業所

事 業 所 数種 別

居 宅 介 護 支 援 事 業 ４

短 期 入 所 生 活 介 護 事 業 10

介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護 事 業 10

介 護 老 人 福 祉 施 設 ３

２地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業

認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 事 業 １

認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 事 業 １

小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 ２

介 護 予 防 支 援 事 業 ３

介護予防認知症対応型通所介護事業 １

介護予防小規模多機能型居宅介護事業 ２

介護予防認知症対応型共同生活介護事業 １

イ 障害福祉サービス事業所

事 業 所 数種 別

宿 泊 型 自 立 訓 練 事 業 １

就 労 継 続 支 援 Ａ 型 事 業 ２

就 労 継 続 支 援 Ｂ 型 事 業 ８

自 立 訓 練 事 業 （ 生 活 訓 練 ） １

計 画 相 談 支 援 事 業 ２
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９．地方独立行政法人市立秋田総合病院の支援等

平成26年４月１日に設立した地方独立行政法人市立秋田総合病院に対して、設置者としてその活動を支援す

るとともに、法人評価委員会の運営等を行う。

(1) 地方独立行政法人市立秋田総合病院運営費負担金・交付金 （予算額 千円）1,290,729

地方独立行政法人市立秋田総合病院の安定した運営に資するため、運営費負担金および運営費交付金を交

付する。

(2) 病院法人評価・支援経費 （予算額 500千円）

地方独立行政法人市立秋田総合病院評価委員会の運営等を行う。

10．生活困窮者自立支援事業

平成27年４月１日から施行された生活困窮者自立支援法により、生活保護に至る前の段階で自立支援の措置

を講ずることにより、生活困窮者の自立の促進を図る。

(1) 自立相談支援事業 （予算額 19,844千円）

(2) 住居確保給付事業 （予算額 12,719千円）

(3) 学習支援事業 （予算額 15,204千円）

11．参考

○秋田市社会福祉協議会

(1) 所 在 地 秋田市八橋南一丁目８番２号（昭和27年４月法人認可）

(2) 機関組織 理事17人・評議員44人・監事４人

(3) 事 務 局 事務局長他職員27人

(4) 会 員 一般会員 全戸

特別会員（個人） 地区社福協役員、社会福祉事業施設の役員および職員、民生委員・

児童委員、社会福祉機関ならびに団体の役員および職員、学識経験

者、その他個人

特別会員（団体） 社会福祉事業施設、社会福祉機関および団体、企業、法人等

(5) 26年度の主な事業

ア 地域福祉活動推進事業

地区社会福祉協議会の活動支援、秋田市民生児童委員協議会との連携、地域元気アップ事業、見守り

ネットワーク事業、救急医療情報キット事業（安心キット事業 、福祉協力員の設置および活動の推進、）

ふれあい福祉相談センター、地区社協ブロック研修会、地域福祉活動合同研修会、地区社協事務担当者

研修会、地区社協の拠点づくり・事務機器整備支援事業、子育て支援事業、ふれあいレクリエーション

事業（生きがい・介護予防機器貸出、生き活きグラウンドゴルフ大会 、地域サロン強化事業、地域支え）

合い体制づくり支援車両等貸出事業

イ 在宅福祉サービス事業

福祉機器貸出事業、移送車等の貸出事業、ふれあいさん派遣事業、安心探知機補助事業

ウ ボランティア活動の育成と支援

ボランティア基金による活動支援、ボランティアの育成と活動推進、ボランティアセンター事業、介

護支援ボランティア制度の運営、除雪支援
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エ 生活福祉支援関連事業

生活福祉資金の貸付の受付および償還指導、市民小口資金の貸付および償還指導、り災世帯に対する

見舞金支給、緊急食支援事業

オ 福祉啓発事業

福祉施設との連携、社会福祉大会の開催、広報活動、器具・機材の貸出事業、福祉教育推進事業

カ 福祉団体活動への助成

福祉関係諸団体への助成

キ 組織運営と財政基盤の強化

会員の拡大、理事会・評議員会、ボランティア基金管理運営委員会、表彰者審査委員会、救急医療情

報キット（安心キット）事業合同推進委員会の開催

ク 善意銀行

善意銀行の運営、歳末たすけあい事業

ケ 職員の資質の向上と派遣

職員研修、研修会への参加、職員派遣

コ 指定管理者

雄和ふれあいプラザ、八橋老人デイサービスセンター、河辺老人デイサービスセンター、秋田市老人

福祉センター、秋田市老人いこいの家（八橋、飯島、大森山）

サ 受託事業

高齢者生活管理指導員派遣事業、障がい児者日中一時支援事業、難病患者等ホームヘルプサービス事

業、手話通訳者設置事業、秋田市訪問入浴サービス事業、いきいきサロン事業、地域型はつらつくらぶ

事業、ボランティアセンター運営事業、介護支援ボランティア制度運営事業、秋田市地域包括支援セン

ター運営事業（秋田市、八橋、河辺、川元 、福祉サービス利用援助事業、河辺総合福祉交流センター管）

理事業、認知症予防事業

シ 介護保険事業

ホームヘルパー事業、訪問入浴事業、居宅介護支援事業、通所介護事業

ス その他

地区社会福祉協議会連絡会への協力、共同募金会への協力、ボランティア連絡協議会への協力、老人

福祉施設連絡協議会への協力
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秋田市保健所

１．保健総務

(1) 健康あきた市21の推進

平成24年度に策定した「第２次健康あきた市21（計画期間：平成25年度から34年度までの10年間 」に基づ）

き、生活習慣の改善や市民の健康づくり運動を支援していくとともに、健康づくりに関する情報提供や健康

フォーラムの開催等により、市民の健康意識の向上を図る。

(2) 医務

・診療所、助産所、歯科技工所、施術所などの届出、許可

・病院、診療所などの立入検査

・病院の開設許可申請などの受付

・医療法人の申請などの受付

・医療従事者免許申請の受付

・医療に関する相談、苦情等の受付

医療施設数および病床数 （平成26年10月１日現在）ア

区分 全国（人口10万対）
施 設 数 病 床 数

（平成25年10月１日）

実 数 人口10万対 実 数 人口10万対 施 設 数 病床数医療施設

病 院 24 7.5 5,543 1,739.3 6.7 1,236.3

一 般 診 療 所 288 90.4 261 81.9 79.0 95.3

歯 科 診 療 所 166 52.1 － － 54.0 0.1

合 計 478 150.0 5,804 1,821.1 139.6 1,331.7

医療関係者数（秋田県衛生統計年鑑より） （平成24年12月31日現在・隔年報）イ

区分
実 数（人） 人口10万対 全 国（人口10万対）

医療関係者

医 師 1,186 368.6 237.8

歯 科 医 師 240 74.6 80.4

薬 剤 師 811 252.0 219.6

保 健 師 113 35.1 37.1

助 産 師 132 41.0 25.0

看 護 師 4,119 1,280.1 796.6

准 看 護 師 877 272.5 280.6

歯 科 衛 生 士 381 118.4 84.8

歯 科 技 工 士 158 49.1 27.1

(3) 薬務

・薬局、店舗販売業、医療機器販売業の許可および監視指導

・卸売販売業、配置販売業の申請等の受付

・毒物劇物販売業の登録および監視指導

・麻薬および向精神薬取締法に関する申請等の受付
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(4) 栄養

・管理栄養士、栄養士、調理師免許申請の受付

(5) 統計

(6) 献血推進（平成26年度） 単位：人

種 別 200mL 400mL 計

献血者数 608 4,679 5,287

(7) 休日在宅診療当番医制(眼科)
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２．健康管理

(1) 感染症予防（平成26年度） （予算額 6,840千円）

ア 感染症発生届出の受理

・結核 25件

・細菌性赤痢 １件

・腸管出血性大腸菌感染症 12件

・レジオネラ症 ５件

・デング熱 １件

・Ａ型肝炎 ３件

・急性脳炎 ２件

・劇症型溶血性レンサ球菌感染症 ２件

・アメーバ赤痢 ２件

・薬剤耐性アシネトバクター感染症 １件

イ 感染源の調査

・病原体検査件数 37件

(2) 結核予防（平成26年度） （予算額 16,553千円）

ア 結核患者数（概数）

新登録患者数(Ｈ26年) 登録患者数(Ｈ26年末)

患者数 罹患率 患者数 登録率喀痰塗抹

（人口10万対） 陽性患者数（再） （人口10万対）（人） （人）

20 6.3 ９ 52 16.3

イ 結核医療費公費負担事業

申請件数 承認件数

入院患者の医療(37条)新規 11 11

入院患者の医療(37条)継続 27 27

結核患者の医療(37条2)新規 34 34

結核患者の医療(37条2)継続 21 21

ウ 訪問支援

実数 53件、延数 196件

エ 電話相談

実数 193件、延数 1,587件

(3) エイズ予防（平成26年度） （予算額 2,982千円）

ア エイズクリニック（ＨＩＶ抗体検査など）

区 分 回 数 検査相談実施者数（人）

（回） ＨＩＶ 性感染症

エイズクリニック（日中） 24 124 90

エイズクリニック（夜間） 12 98 81

世 界 エ イ ズ デ ー 関 連 検 査 ２ ９ ８

ＨＩＶ検査普及週間関連検査 １ 14 13

計 39 245 191

※性感染症検査はクラミジア抗体検査と梅毒抗体検査を実施
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イ 随時健康相談

電話・来所 149人

(4) 肝炎ウイルス検査（平成26年度）

Ｂ型肝炎（人） Ｃ型肝炎 人 回数等（ ）

保健所方式 129 131 12回

医療機関方式 312 311

(5) 難病対策（平成26年度） （予算額 832千円）

ア 難病相談、訪問支援

・難病医療相談 ３回 40人

・来所相談 随時 361人

・電話相談 随時 1,732人

・訪問支援 実数 １人 延数 １人

イ 特定疾患

・特定疾患申請受付 申請数 3,297件

(6) 精神保健福祉（平成26年度） （予算額 14,136千円）

ア こころの相談・健康教育

・精神保健福祉相談日 24回 15件

・電話、来所相談 延2,379件

・こころの健康アップ講座 ２回 32人

・依存症セミナー １回 75人

・その他健康教室 ９回 196人

イ 訪問指導 延 57件

ウ 精神保健福祉手帳の所持者数 1,850人

エ 自立支援医療（精神通院）受給者数 3,995人

オ バス無料化事業対象者数 421人

(7) 自殺対策事業（平成26年度） （予算額 6,217千円）

ア 秋田市自殺対策庁内連絡会議 ２回開催

イ 秋田市自殺対策ネットワーク会議 ２回開催

ウ 秋田市自殺対策ネットワーク会議 高齢者対策検討部会 ２回開催

エ 秋田市自殺対策ネットワーク会議 自殺未遂者対策検討部会 ２回開催

オ 臨床心理士による心のケア相談 延45人

カ 心のケア相談セミナー １コース５回講座 延べ282人

キ 仲間づくり支援事業 ２地区 161人

(8) 地域自殺対策緊急強化事業（平成26年度）

ア 秋田市自殺対策強化事業

・若者の心理に関する研修会 １回 83人

・傾聴の普及・啓発(講話・ロールプレイ) ７回 192人

・傾聴の普及・啓発（パンフレット配布）民生児童委員

・自殺未遂者本人および家族用パンフレット配布による各種相談窓口周知

・ＤＶＤ視聴による知識の普及

イ 関係団体等補助事業（５団体６事業に対し活動強化のために補助金を交付）

・生活相談強化事業
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・グリーフケアワーカー育成研修事業

・地域サロン強化事業

・緊急食支援事業

・若者相談支援事業

・心の健康サポーター育成研修事業

(9) 予防接種事業（平成26年度） （予算額 700,138千円）

区 分 接種者（延べ人）

不活化ポリオ 1,048

二種混合 2,567

三種混合 356

四種混合 8,926

麻しん風しん 4,641

ＢＣＧ 2,267

日本脳炎 10,999

Ｈｉｂ感染症 9,278

小児の肺炎球菌感染症 9,256

ヒトパピローマウイルス感染症 10

高齢者のインフルエンザ 41,279

高齢者の肺炎球菌感染症 9,524

水痘 4,389

(10) 風しん予防接種費助成事業(平成26年度)

区 分 接種者（人）

風しん単独ワクチン 175

麻しん風しん混合ワクチン 2,461

(11) 風しん抗体検査費助成事業(平成26年度)

検査者数 423人
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（予算額 38,340千円）３．衛生検査

(1) 環境衛生（平成26年度）

ア 理容、美容、クリーニング、興行場、公衆浴場、旅館の許認可・監視指導（許認可56件・監視408件）

イ 温泉を利用することの許可・監視指導（許可１件・監視11件）

ウ 遊泳用プール、水道施設等の届出受理・監視指導（届出８件・監視52件）

(2) 食品衛生（平成26年度）

ア 飲食店や食品の製造・販売など食品営業施設の営業許可・監視指導

（営業許可2,249件、監視指導3,472件）

イ 食中毒事件発生 ５件

ウ 食品衛生の苦情相談 157件

(3) 狂犬病予防および動物の愛護・管理（平成26年度）

ア 犬の登録申請頭数 971頭

イ 狂犬病予防注射済票交付 11,090件（再交付を除く）

ウ 放浪犬の捕獲抑留 37頭

エ 捕獲抑留犬の返還 27頭

オ 咬傷事故発生 12件

カ 犬および猫に関する苦情受理 506件（犬211件、猫295件）

キ 犬のしつけ方教室 ６回（他個別指導１回）

ク 猫の飼い方教室 １回

ケ 犬および猫の引き取り 犬17頭、猫213匹

コ 負傷動物の収容 犬２頭、猫21匹

サ 犬および猫の譲渡 犬６頭、猫８匹

シ 犬の飼い主紹介 ０件

(4) 試験検査（平成26年度）

ア 食中毒関係検査 187検体

イ 食品等の収去検査 401検体

ウ 事業所排水等の検査 113検体

エ 感染症の検査 30検体

オ 免疫血清検査 124検体

４．保健予防

(1) 各種検診事業 （予算額 208,219千円）

ア 胃がん検診（平成26年度）

受 診 者 要 精 検 者 要精検率

5,277人 524人 9.9％

イ 胸部検診（肺がん・結核 （平成26年度））

受 診 者 要 精 検 者 要精検率

10,067人 513人 5.1％

ウ 大腸がん検診（平成26年度）

受 診 者 要 精 検 者 要精検率

18,436人 1,256人 6.8％
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エ 子宮頸がん検診（平成26年度）

受 診 者 要 精 検 者 要精検率

8,297人 134人 1.6％

オ 乳がん検診（平成26年度）

受 診 者 要 精 検 者 要精検率

5,800人 895人 15.4％

カ 前立腺がん検診（平成26年度）

受 診 者 要 精 検 者 要精検率

4,929人 362人 7.4％

キ 骨粗鬆症検診（平成26年度）

受 診 者 要 精 検 者 要精検率

1,048人 161人 15.3％

ク 歯周疾患検診（平成26年度）

受 診 者 要 精 検 者 要精検率

937人 859人 91.7％

(2) 健康教育・健康相談事業 (予算額 1,181千円)

ア 一般健康相談教育事業

(ｱ) 健康教育 （平成26年度）

内容 総 数 主な事業（抜粋）

項目 地域健康講話会 栄養改善学級 生活習慣病予防教室
回 数 153回 10回 20回 2回

参 加 者 数 3,425人 375人 372人 30人

(ｲ) 健康相談 （平成26年度）

開催回数 参加者数

250回 970人

イ 介護予防健康相談教育事業 (予算額 4,295千円)

(ｱ) 健康教育 （平成26年度）

内容 総 数 主な事業（抜粋）

項目 体力づくり教室 栄養改善学級 歯科健康講話会
回 数 352回 32回 30回 2回

参 加 者 数 6,624人 764人 618人 64人

(ｲ) 健康相談 （平成26年度）

開催回数 参加者数

512回 4,195人

ウ 介護家族健康教育事業 （平成26年度） （予算額 174千円）

・通信誌の発行 年３回 介護家族 71人 関係機関等 924か所

エ 歩くべあきた健康づくり事業 （予算額 679千円）

・身体活動不足が懸念される就業者（50チーム）

オ 歩くべあきた高齢者健康づくり事業 （予算額 593千円）

・65歳以上の市民（20チーム）
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(3) 地域保健推進員活動支援事業（平成26年度） （予算額 1,220千円）

地域保健推進員の資質向上と情報交換のための研修会の開催や、活動事業補助金を交付するなど、各地域

で自主的な健康づくり活動に取り組めるよう支援する。

・43地区 保健推進員 1,494人

・研修会 ２回 124人

(4) 食の環境づくり推進事業

・食の健康づくり応援店の登録

(5) 特定給食施設指導

・特定給食施設に係る各種届出および栄養管理報告書の受理

・特定給食施設研修会および特定給食施設への指導助言

(6) 健康増進情報システム （平成26年度） （予算額 6,129千円）

市で行う公的健診等から得られた健康に関する多様な情報について、健康診査情報システムなど、３シス

テム情報を一元管理するもので、端末機による健診結果、保健指導状況などの検索、照会および各種集計帳

票等の出力ができるものである。

さらに、単年のデータ管理だけでなく検診結果の年度間推移などが自在に捉えられるよう、過年度におけ

る個人の健康に関するデータを蓄積し、住民の健康増進に役立てていくものである。

ア 健康診査情報システム

健康増進法第19条の２に基づく胃がん検診、胸部検診（肺がん・結核 、大腸がん検診、子宮頸がん検）

診、乳がん検診、前立腺がん検診、骨粗鬆症検診および歯周疾患検診の受診結果についての情報を管理する。

イ 予防接種情報システム

予防接種法第５条（定期の予防接種）に基づくＢＣＧ、ポリオ、二種混合、麻しん風しん、三種混合、

日本脳炎、四種混合、ヒトパピローマウイルス感染症、Ｈｉｂ感染症、小児の肺炎球菌感染症、水痘、高

齢者の肺炎球菌感染症の接種情報を管理する。

ウ 乳幼児健康診査情報システム

母子保健法第13条(健康診査)に基づく乳幼児健康診査(４か月、７か月、10か月、１歳６か月児、２歳児

歯科および３歳児)の健康診査結果、要管理者の情報を管理する。

５．秋田市保健センター

昭和62年４月、保健サービス等を総合的に行うことにより、市民の健康増進を図ることを目的として設置さ

れた。健康相談・教育事業、幼児健康診査等の会場として利用されている。

(1) 建設事業費 655,932千円

内訳：国庫補助 31,733千円、県補助 23,800千円、起債 273,300千円、一般財源 207,099千円、

その他 120,000千円

(2) 建物概要

・鉄筋コンクリート２階建

・延床面積 2,527.80 （内訳 保健センター部門 1,902.97 医師会部門 624.83 ）ｍ ｍ ｍ2 2 2

(3) 平成26年度主な利用者の状況

・健康相談：1,236人

（病態別食生活相談・歯科相談・育児相談等）

・健康教育：4,042人

（離乳食教室・両親学級・女性の健康づくり教室等）

・幼児健康診査：4,468人
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（予算額 35,026千円）秋田市食肉衛生検査所
「と畜場法」および「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」に基づき、獣医師（と畜検査員、食

鳥検査員）が、と畜検査および食鳥処理の衛生指導を実施し、安全で衛生的な食肉の供給を図る。

と畜検査フローチャート

１．食肉に供する獣畜の食肉衛生検査（と畜検査 （平成26年度））

牛 馬 豚 めん羊 山羊 計

4,023頭 333頭 157,487頭 99頭 4頭 161,946頭

２．伝達性海綿状脳症（ＴＳＥ）のスクリーニング検査（平成26年度）

牛 めん羊 山羊

147頭 99頭 4頭

※関係省令の改正に基づき、平成25年7月1日から48か月齢を超える牛および12か月齢以上のめん山羊を

対象に検査を実施。

３．残留有害物質モニタリング検査（平成26年度）

牛 1,695件、豚 1,830件、鶏 180件

４．枝肉の拭き取り検査（平成26年度）

牛 682件、豚 540件

５．認定小規模食鳥処理場監視（平成26年度）

処理場数 ３施設、監視件数 ３件

食肉衛生検査所 と畜場

生体検査 獣畜搬入

けい留
解体前検査（血液検査）

解体後検査

・頭部検査

・内臓検査

・枝肉検査

精密検査

・細菌学検査

・理化学検査

・病理学検査

・ＴＳＥ検査

判定

とさつ解体

合格検印 出荷

懸肉

一部廃棄・全部廃棄



- 100 -


